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資 源 環 境 審 議 会 

令和８年２月２日  

 

「第四次墨田区一般廃棄物処理基本計画」の中間改定について 

 

１ パブリック・コメントの実施概要及び結果 

 ⑴ 公表資料 

   「第四次墨田区一般廃棄物処理基本計画」中間改定（案）の本冊及び概要版 

 ⑵ 意見募集期間 

   令和７年 12 月 11 日（木）から令和８年１月 11 日（日）まで 

 ⑶ 意見募集の周知及び公表方法 

  ア 実施の周知 

   ・区のお知らせ（令和７年 12 月 11 日号） 

・区公式ウェブサイト 令和７年 12 月 11 日（木）から令和８年１月 11 日（日）まで 

・区公式 SNS（Ｘ（旧ツイッター）） 

  イ 公表資料の閲覧方法 

   ・区公式ウェブサイト 

・区民情報コーナー 

・資源環境部環境政策課 窓口 

⑷ 意見提出方法 

  郵送、ファックス、電子メール、電子申請（Logo フォーム）又は持参 

⑸ 意見提出先 

  資源環境部環境政策課 

⑹ 意見募集の結果 

  意見者数：１人、意見数：１件 

 

２ パブリック・コメントの意見等の概要と区の考え方 

項番 意見等の概要 区の考え方 

１ 23 区のごみの有料化に関する報道があ

ったが、絶対に反対である。ごみの排出

量がこれだけ減っているのだから不要と思

う。今の暮らしが大変で大事である。 

本区では区民の皆様のご協力により一

定のごみ減量を実現していますが、23

区全体では人口増加に伴う清掃工場の処

理能力の限界や最終処分場の逼迫など、

複数の課題に直面しています。 

家庭ごみの有料化は国の基本方針とし

て推進されており、このような廃棄物処

理の課題への対応策の一つとして位置付

けられています。 

区としては、有料化が区民の皆様に直

接的な経済負担を求める施策であること

を十分認識しており、現在の経済状況や



生活環境への影響も考慮しながら、慎重

に対応していく必要があると考えていま

す。今後もごみ減量施策を継続しつつ、

23 区全体の動向を注視し、連携して対

応していきます。 

 

 

３ 「第四次墨田区一般廃棄物処理基本計画」中間改定（案）からの主な変更点 

項番 該当箇所 変更前 変更後 

本冊 

１ 全体 

 

 体裁や所要の文言の修正 

デザインやレイアウトの変更・修正 

２ 表紙・裏表

紙・奥付 

（新規） 表紙及び裏表紙にイラストを追加 

奥付を追加 

概要版 

３ P6 （新規） 啓発ページ「プラスチック資源循環

で創る明日」を追加 

 

４ 第四次墨田区一般廃棄物処理基本計画（本冊及び概要版） 

 ⑴ 本冊  資料２－２のとおり 

 ⑵ 概要版 資料２－３のとおり 

 


